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令和４年度「まちづくり懇談会」を開催します令和４年度「まちづくり懇談会」を開催します
　まちづくり懇談会を下記の通り開催します。懇談会では、まちが抱える課題をお知らせし、
皆様の意見や要望をお聞きして今後のまちづくりや計画に生かしていきます。多くの皆様の参
加をお待ちしております。

●お問い合わせ　　ふるさと振興課　☎３７－２１９４（担当：黒澤）

開催日 地区 会　場 時　間
11月 ２ 日（水） 干蒲 干蒲公民館 午後２時～

２ 日（水） 湯原 湯原公民館 午後７時～
４ 日（金） 長老 長老公民館 午後７時～
７ 日（月） 峠田 峠田公民館 午後７時～
８ 日（火） 滑津 滑津公民館 午後７時～
９ 日（水） 横川 横川公民館 午後７時～
11日（金） 関 活性化センター 午後７時～

固定資産税の口座振替について固定資産税の口座振替について

家屋を取り壊したときは届出が必要です！家屋を取り壊したときは届出が必要です！

　固定資産税は所有者（登記名義人）単位で課税されているため、所有者が亡くなられた場合、
登記の名義変更等をしなければ、翌年度以降もその方に課税され、相続人代表者に納税通知書
等が送付されます。口座振替も課税している所有者単位で契約されているため、そのままでは
口座振替を継続することはできません。引き続き口座振替での納付を希望される場合は、金融
機関の窓口で振替口座の変更手続きをお願いします。

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１９３（担当：梅津）

　固定資産税は、毎年１月１日時点で固定資産税課税台帳に登録されている資産に課税されま
す。家屋を取り壊したときは、年内中に「家屋滅失届」を提出してください。　
　また、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があり
ますので手続きをお願いします。

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１９３（担当：梅津）

　この2か月間は、宮城県と七ヶ宿町が連携し、滞納者に対する文書催告や勤務先取引先など
への財産調査、自宅などの捜索、預貯金、給与、不動産などの差押、自動車のタイヤロックな
ど徴収対策を強化します。
　皆さんが納めている税金は、教育、保健衛生、上下水道、産業、消防などさまざまな行政サー
ビスのほか、東日本大震災からの復興事業にも使われており、私たちの暮らしを支える大切な
財源ですので、税金は納期限まで必ず納めましょう。

11月と12月は、「宮城一斉滞納整理強化月間」です11月と12月は、「宮城一斉滞納整理強化月間」です
～税金の納め忘れはありませんか？～～税金の納め忘れはありませんか？～

　町では、税負担の公平性を保つために納付の意思のない悪質滞納案件や滞納額が高額
で徴収困難な案件を「仙南地域広域行政事務組合滞納整理課」に移管しております。この
滞納整理課では、徹底した追跡調査、財産調査、差押を専門的に行います。

　滞納者から差し押さえた動産などをインターネット（KSI官公庁オークション）で公売
します。さまざまな物品を出品しますので、入札にご参加ください。
●令和５年１月12日（木）午後1時から参加申し込み開始
●インターネットで「KSI官公庁オークション」で検索してください。

　新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方、病気や
失業などやむを得ない理由で納期内納付が困難な方は、随時納税相談を行いますので、
必ずご相談ください。来庁する場合は、事前にご連絡のうえお越しください。
　なお、新型コロナウィルス感染防止の観点から発熱、風邪症状、倦怠感、息苦しさ等
の症状がある場合はご遠慮いただきますのでご了承ください。

●お問い合わせ　　町民税務課　☎３７－２１９３（担当：永倉）

●お問い合わせ　　宮城県税務課　　　　　　☎０２２－２１１－２３２６
　　　　　　　　　宮城県大河原県税事務所　☎０２２４－５３－３１１１
　　　　　　　　　町民税務課　　　　　　　☎３７－２１９３（担当：永倉）

宮城県市町村合同インターネット公売の実施について

仙南地域広域行政事務組合滞納整理課への移管

納　　税　　相　　談


